
公  告  

 

 気候変動適応法（平成３０年法律第５０号）第２１条第１項の規定に基

づき、小牧市において次に掲げる施設を指定暑熱避難施設として指定する。 

 

  令和８年４月１４日  

 

                小牧市長  天  野  正  基       

 

 

地
区

名称 所在地 開放可能日時

開放により
受け入れる
ことが可能
であると見
込まれる
人数

自
動
販
売
機

給
水
機

小
牧

小牧市市民会館
・公民館

小牧二丁目
１０７番地

休館日
（毎週月曜日及び年末年始

(12月29日から1月3日)）を除く
午前8時30分～　午後5時15分

20人
あ
り

な
し

小牧市指定暑熱避難施設


